


第１４回青梅市選挙管理委員会日程  
 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日  
午 後 ６ 時 ０ ０ 分  
市 役 所 ６ 階  
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 室  

 

１ あいさつ 川鍋委員長 

 

２ 報告事項 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査における

期日前・不在者投票状況について 

 

３ 議  事 付 議 案 件 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国

民審査における開票立会人の決定について 

 

４ そ の 他 (1) 次回委員会の開催日程について 

日 時 令和６年１０月２７日（日）午前１０時 

会 場 市役所６階 選挙管理委員会事務室 

議 題 選挙人名簿登録者の抹消決定について 

(2) その他 









 

〈付議案件資料〉 

 

○ 公職選挙法 
 

 

（開票立会人） 

第六十二条 公職の候補者（衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党（第八十六条第一

項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。）及び公職の候補者（候

補者届出政党の届出に係るものを除く。）、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出

政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等）は、当該選挙の各開票区に

おける選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定

め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同

一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ること

はできない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者（次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの

届出に係る者を除く。以下この条において同じ。）が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて

開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定め

た者十人をもつて開票立会人としなければならない。 

一～四 省略 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人

以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にか

かるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会が

くじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の

候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた

者二人以外の者は、その職を失う。 

６ 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会にお

いて、予め告示しなければならない。 

７ 第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職

を失う。 

８ 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに三人に達しなくな

つたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたと

き又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後

三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中

から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければ

ならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団

体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名

簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その

他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院

名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若

しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。 

９ 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。 

１０ 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（選挙長及び選挙分会長） 

第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。 

２ 衆議院（比例代表選出）議員若しくは参議院（比例代表選出）議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙におい

ては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。 

３ 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議

院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選

挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会）の選任した者をもつて、選

挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに

充てる。 

４ 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。 

５ 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 

 

（選挙立会人） 

第七十六条 第六十二条（第八項を除く。）の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。こ

の場合において、同条第一項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含

む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者（第七十九条第二項の規定

により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部又

は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。）」と、「期日前三日まで」と

あるのは「期日前三日まで（第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がさ

れた日からその選挙の期日前三日まで）」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長（衆議院比例

代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立

会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。）」と、同項ただし書中「同一人を当該選挙の他の

開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同一人を」と、同条第二項中「市町村の選挙管理委員

会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第三項中「開票区」とあるのは「選挙会（衆議院比例代表選出議員若しくは

参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会又は選挙分会。第九項におい

て同じ。）」と、同条第四項から第六項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同

条第九項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日の前日までに三人に達しなくな

つたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあ

るのは「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあ

るのは「、当該選挙長」と、「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録さ

れた者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、同項ただし書中「市町

村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。 

 

（選挙会及び選挙分会の開催場所） 

第七十七条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表

選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については

当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会）の指定した場所で開く。 

２ 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。 

 

（選挙会及び選挙分会の場所及び日時） 

第七十八条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代

表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管

理する参議院合同選挙区選挙管理委員会）はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員

会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。 

 

（選挙会又は選挙分会の開催） 

第八十条 選挙長（衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区

選挙における選挙長を除く。）又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第六十六条第三項の規定による報告

を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の

候補者（公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。）、各衆議院名簿届出政党等又は各

参議院名簿届出政党等の得票総数（各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政

党等に係る各参議院名簿登載者（当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。）の得票総数を含むも

のをいう。第三項において同じ。）を計算しなければならない。 



 

２ 前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候

補者の得票総数を計算しなければならない。 

３ 第一項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十

六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを

調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなけれ

ばならない。 

 

（選挙会及び選挙分会の参観） 

第八十二条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。 

 

（選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存） 

第八十三条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会

人とともに、これに署名しなければならない。 

２ 選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては

第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項に

おいて準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項に

おいて準用する同条第一項の規定による報告に関する書類）と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙

管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては

中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する

参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会）にお

いて、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。 

３ 第七十九条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事

務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 

 




